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第２２号議案 

 

令和７年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９，４５８，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和 7年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

1 地方消費税交付金 ２，１１０，０００

ゴルフ場利用税交付金 １，８００8

1 法人事業税交付金 ２９０，０００

地方消費税交付金 ２，１１０，０００7

1 株式等譲渡所得割交付金 １００，０００

法人事業税交付金 ２９０，０００6

1 配当割交付金 １００，０００

株式等譲渡所得割交付金 １００，０００5

1 利子割交付金 ７，７００

配当割交付金 １００，０００4

4 特別とん譲与税 ３０，０００

利子割交付金 ７，７００3

2 自動車重量譲与税 １６０，０００

3 森林環境譲与税 １３，１９６

地方譲与税 ２５６，１９６2

1 地方揮発油譲与税 ５３，０００

5 入湯税 ６０，０００

6 都市計画税 １，１２８，０００

3 軽自動車税 ２５９，５００

4 市たばこ税 ５２０，０００

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

市税 １３，９５４，０００1

1 市民税 ５，３４７，５００

2 固定資産税 ６，６３９，０００
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単位：千円

3 委託金 １６，８３６

県支出金 ２，４４２，２１８17

1 国庫負担金 ４，１７６，０６２

2 国庫補助金 ３，８４４，５３１

2 手数料 １５７，４６６

国庫支出金 ８，０３７，４２９16

使用料及び手数料 ５８０，０９１15

1 使用料 ４２２，６２５

分担金及び負担金 ７３，２１０14

1 負担金 ７３，２１０

交通安全対策特別交付金 ９，０００13

1 交通安全対策特別交付金 ９，０００

地方交付税 ３，１２５，０００12

1 地方交付税 ３，１２５，０００

2 新型コロナウイルス感染症対策 ３１，０００
地方税減収補填特別交付金

地方特例交付金 １２４，０００11

1 地方特例交付金 ９３，０００

６８，０００10

1 環境性能割交付金 ６８，０００

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，８００

自動車取得税交付金 １０9

1 自動車取得税交付金 １０

環境性能割交付金
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ４９，４５８，０００

1 市債 ３，５６２，６００

6 収益事業収入 １，０００，０００

市債 ３，５６２，６００23

4 受託事業収入 ３８６，７５８

5 雑入 ８８３，３８０

2 市預金利子 ５，６５４

3 貸付金元利収入 ２９０，０００

諸収入 ２，５７５，７９２22

1 延滞金 １０，０００

繰越金 ２００，０００21

1 繰越金 ２００，０００

2 基金繰入金 ９，３３１，５６９

3 財産区繰入金 １５，０２２

繰入金 ９，３８５，０９１20

1 特別会計繰入金 ３８，５００

寄附金 ２，００４，８１３19

1 寄附金 ２，００４，８１３

1 財産運用収入 ４４７，５３０

2 財産売払収入 ３，５２０

1 県負担金 １，２６７，５１２

2 県補助金 ９０５，４３０

3 委託金 ２６９，２７６

財産収入 ４５１，０５０18

金　　　　　　額款 項
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単位：千円

6 商工費 ９２７，８６２

1 商工費 ９２７，８６２

2 林業費 ２６，２１３

3 水産業費 ３８，６５１

5 農林水産業費 ５７６，４８１

1 農業費 ５１１，６１７

1 保健衛生費 ２，５３１，１１３

2 清掃費 １，４８６，１７５

4 災害救助費 ２，４００

4 衛生費 ４，０１７，２８８

2 児童福祉費 ６，０７０，２１８

3 生活保護費 １，２３４，６１５

3 民生費 １４，６４９，６７９

1 社会福祉費 ７，３４２，４４６

5 統計調査費 ４３，１６５

6 監査委員費 ３２，８７２

3 戸籍住民基本台帳費 ３５５，１０６

4 選挙費 ７５，４４３

1 総務管理費 ７，８３３，５８２

2 徴税費 ４５３，４９２

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 議会費 ２６０，６８０

1 議会費 ２６０，６８０

2 総務費 ８，７９３，６６０
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単位：千円

6 商工施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

4 衛生施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

2 総務施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

10 災害復旧費 ４，２００

1 災害対策費 ２，２００

4 社会教育費 １，２７５，８１３

5 保健体育費 １，２３０，１５５

2 小学校費 １，０４６，５３９

3 中学校費 ５３３，０８３

9 教育費 １２，８５４，７０８

1 教育総務費 ８，７６９，１１８

8 消防費 １，７９４，８４４

1 消防費 １，７９４，８４４

5 都市計画費 ５９９，５４８

6 住宅費 １６９，０７６

3 河川費 ２４７，０４５

4 港湾費 １８７，１９４

金　　　　　　額款 項

7 土木費 ３，０３９，７３０

1 土木管理費 ４１７，００２

2 道路橋りょう費 １，４１９，８６５
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単位：千円

単位：千円

9 教育施設災害復旧費 ４５０

11 公債費 ２，４８８，８６８

金　　　　　　額款 項

8 消防施設災害復旧費 １５０

1 公債費 ２，４８８，８６８

12 予備費 ５０，０００

限　度　額

道 路 交 通 安 全 対 策 事 業 令和８年度 12,000

氏 名 仮 名 表 記 登 録 事 業 令和８年度 10,337

1 予備費 ５０，０００

歳　　出　　合　　計 ４９，４５８，０００

 第２表　 債 務 負 担 行 為

清田の大クス保存計画策定事業 令和８年度 2,431

街 路 補 修 事 業 令和８年度 50,000

次世代高度情報通信ネットワーク
設 備 整 備 事 業

令和８年度 7,754

西 浦 地 区 学 校 複 合 施 設
備 品 等 整 備 事 業

令和８年度 153,000

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業 令和８年度 6,500

道 路 補 修 事 業 令和８年度 72,000

側 溝 路 側 整 備 事 業 令和８年度 10,000

事　　　　　項 期　　　　間
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 第３表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

財 務 会 計 シ ス テ ム
改 修 事 業

52,700

道路交通安全対策事業 47,100

新最終処分場整備事業 31,800

道 路 新 設 改 良 事 業 295,800

河 川 維 持 整 備 事 業 30,300

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

44,000

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

146,700

消 防 車 両 整 備 事 業 31,900

次 世 代 高 度 情 報 通 信
ネットワーク設備整備事業

18,000

塩 津 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

436,500

西 浦 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

2,427,800

計 3,562,600

　　 4.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。
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第２３号議案 

 

令和７年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，７２８，３００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ７，７２８，３００

1 諸収入 ２７，００８

諸収入 ２７，００８7

1 繰越金 １００

１００，７１２

繰越金 １００6

2 基金繰入金

1 繰入金 ７７６，０００

繰入金 ８７６，７１２5

1 財産運用収入 ２，６００

財産収入 ２，６００4

1 県補助金 ５，２１０，４１６

２３，１００

県支出金 ５，２１０，４１６3

2

1 国庫補助金

国民健康保険税 １，５８８，３６４1

1 国民健康保険税 １，５８８，３６４

国庫支出金 ２３，１００

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算
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単位：千円

7 予備費 ２０，０００

1 予備費 ２０，０００

6 諸支出金 １６，８５０

1 償還金及び還付加算金 １６，８５０

5 基金積立金 ９２，６００

1 基金積立金 ９２，６００

1 保健事業費 ２３，８３４

2 特定健康診査等事業費 ８４，２３４

3 介護納付金分 １８１，９６６

4 保健事業費 １０８，０６８

1 医療給付費分 １，５７５，２２０

2 後期高齢者支援金等分 ５１２，７８５

6 傷病手当諸費 １０

3 国民健康保険事業費納付金 ２，２６９，９７１

4 出産育児諸費 ２０，０００

5 葬祭諸費 ７，０００

2 高額療養費 ６５６，３００

3 移送費 ５０

保険給付費 ５，１０２，２１８

1 療養諸費 ４，４１８，８５８

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 総務費 １１８，５９３

1 総務管理費 １０９，６０２

2 徴税費 ８，９９１

2
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

歳　　出　　合　　計 ７，７２８，３００

12



 

 

第２４号議案 

 

令和７年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８３３，１００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

２４５

歳　　入　　合　　計 ２，８３３，１００

2 償還金及び還付加算金 ２，１４４

3 預金利子 １

4 雑入

1 延滞金 １０

諸収入 ２，４００4

1 繰越金 ４１，１９４

１，３８１，６００

繰越金 ４１，１９４3

2

1 繰入金

後期高齢者医療保険料 １，４０７，９０６1

1 後期高齢者医療保険料 １，４０７，９０６

繰入金 １，３８１，６００

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算
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単位：千円

３，０００

歳　　出　　合　　計 ２，８３３，１００

1 償還金及び還付加算金 ２，１４４

5 予備費 ３，０００

1 予備費

５８，３４７

4 諸支出費 ２，１４４

1 保健事業費

２，７５４，０５０

3 保健事業費 ５８，３４７

付金
1 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納 ２，７５４，０５０

８，７８８

2 徴収費 ６，７７１

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 総務費 １５，５５９

1 総務管理費
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第２５号議案 

 

令和７年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８８７，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ８８７，３００

1 市債 １１，５００

市債 １１，５００8

1 換地清算金利子 ３

諸収入 ３7

1 換地清算金 ２７，０００

換地清算金 ２７，０００6

1 繰越金 ９８，２１２

繰越金 ９８，２１２5

1 繰入金 ７１０，０００

繰入金 ７１０，０００4

1 財産運用収入 １００

１０，４８５

財産収入 １００3

2

1 国庫補助金

保留地処分金 ３０，０００1

1 保留地処分金 ３０，０００

国庫支出金 １０，４８５

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算
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単位：千円

５，０００

歳　　出　　合　　計 ８８７，３００

1 予備費

３１，０００

4 予備費 ５，０００

1 繰出金

３３４，５３３

3 諸支出金 ３１，０００

1 公債費

2 公債費 ３３４，５３３

１０８，７０２

2 事業費 ４０８，０６５

金　　　　　　額

歳　出

款 項

1 土地区画整理事業費 ５１６，７６７

1 事務所費
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 11,500      証書借入 4.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第２６号議案 

 

令和７年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７１，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

款 項

１２０，９１７

繰越金 ４３，１６７2

１２８，３２３

７，４０６

3

1 繰越金 ４３，１６７

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

2 財産売払収入

財産収入1

1 財産運用収入

金　　　　　　額

歳　入

1 雑入 １０

諸収入 １０

歳　出

歳　　入　　合　　計 １７１，５００

款 項 金　　　　　　額

1 公共用地対策事業費 １６４，０００

1 公共用地対策事業費

７，５００

歳　　出　　合　　計 １７１，５００

1 繰出金

１６４，０００

2 諸支出金 ７，５００
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第２７号議案 

 

令和７年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　出　　合　　計 ３９，１００

1 予備費 ２，０００

８，１５０

２，０００

款 項 金　　　　　　額

1 総務費 ２８，９５０

3 予備費

1 繰出金

２８，９５０

2 諸支出金 ８，１５０

1 総務管理費

歳　出

１０

歳　　入　　合　　計 ３９，１００

2 雑入

1 預金利子 ３

諸収入 １３3

1 繰越金 １５，８４７

２０

繰越金 １５，８４７2

財産収入 ２３，２４０1

1 財産運用収入 ２３，２２０

2 財産売払収入

金　　　　　　額

歳　入

款 項

第１表　　歳 入 歳 出 予 算
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第２８号議案 

 

令和７年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和７年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

１０

歳　　入　　合　　計 １４，７００

2 雑入

1 預金利子 １

1 繰越金 １，９８１

諸収入 １１3

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

財産収入 １２，７０８1

1 財産運用収入 １２，６９８

2

歳　出

金　　　　　　額

歳　入

款 項

財産売払収入 １０

繰越金 １，９８１2

1 総務費 ６，９２８

1 総務管理費

1 ６，８７２

９００

款 項 金　　　　　　額

3 予備費

繰出金

６，９２８

2 諸支出金 ６，８７２

歳　　出　　合　　計 １４，７００

1 予備費 ９００
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第２９号議案 

 

令和７年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和７年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数               ３５，３２７栓 

（２）年 間 総 給 水 量            ８，９５０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量               ２４，５２１㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  ２，３１５，６９７千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          ２，０１３，７００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，８２９，７４９千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １８３，９２１千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          ２，１１９，５００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，０６８，９０７千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ４０，５６３千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９２２，２００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１３６，０００千円、過年度分損益勘定留保資金  

３９３，７９５千円及び当年度分損益勘定留保資金３９２，４０５千円で補てん

するものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １，９８５，７００千円 

  第１項 企 業 債           ７７８，４５０千円 

  第２項 固定資産売却代金             ６，６００千円 
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  第３項 負 担 金         １，０１９，３９１千円 

  第４項 分 担 金            ４９，５７４千円 

  第５項 補 助 金            ２２，６８５千円 

第６項 出 資 金           １０９，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，９０７，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，７３９，８７６千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           １６８，０２４千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和８年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和８年度 ３，５００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和８年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和８年度 １２，０００ 

 （企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  第１金平配水場用地造成工事及び配水管布設替工事に充

てるため 

（２）限  度  額  ７７８，４５０千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和７年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利４．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

28



  

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １８６，８２８千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２５，４５１千円と定める。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３０号議案 

 

令和７年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和７年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，３８９ha 

（２）処理区域内人口                 ６０，１５２人 

（３）年間有収水量               ６，４２５，４４９㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費               ２，７０２，６１８千円 

処理場整備費               ５９４，２９８千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益         ２，９５６，０００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，３８７，４８１千円 

  第２項 営 業 外 収 益         １，５６８，５０９千円 

  第３項 特 別 利 益                １０千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用         ２，８３７，５００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，６８２，６３７千円 

  第２項 営 業 外 費 用           １４３，２１３千円 

  第３項 特 別 損 失             １，６５０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１，０７８，１００千円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額２４２，０３６千円、過年度分損益勘定留保資金 

５２８，５６９千円及び当年度分損益勘定留保資金３０７，４９５千円で補てん

するものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入         ３，３４８，０００千円 
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  第１項 企 業 債         ２，３０５，４００千円 

第２項 負担金及び分担金            ８５，２８２千円 

第３項 固定資産売却代金                 ９千円 

  第４項 補 助 金           ９４８，６０９千円 

  第５項 出 資 金             ８，７００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出         ４，４２６，１００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ３，７８５，３６３千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ６４０，７３７千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和８年度 ３３，８００ 

下 水 処 理 場 設 備 更 新 事 業 令和８年度 ３６７，８８５ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業に充てるため。 

（２）限 度 額  ２，３０５，４００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和７年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利４．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
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（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ２１６，６７８千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、８７２，３００千円である。 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３１号議案 

 

令和７年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和７年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２８４，７４０人 

    入院患者数         １１５，３４０人 

    外来患者数         １６９，４００人 

（３）一日平均患者数          １，０１６人 

    入院患者数             ３１６人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

器械備品購入費              ６２４，２０２千円 

新棟建設等実施設計委託料         １５０，０００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益         １０，６４９，９００千円 

  第１項 医 業 収 益         ９，３５９，４３８千円 

  第２項 医 業 外 収 益         １，２９０，４３２千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用         １１，３０２，３００千円 

  第１項 医 業 費 用        １１，１００，５７２千円 

  第２項 医 業 外 費 用           １８１，７０８千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６９６，８００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額７４，４０６千円並びに過年度分損益勘定留保資金 
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６２２，３９４千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １，１８７，２００千円 

  第１項 企 業 債           ５５５，９００千円 

  第２項 出 資 金           ６３０，９０６千円 

  第３項 固定資産売却代金               １００千円 

第４項 投 資 償 還 金               ２９４千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，８８４，０００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ８６７，９２４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金         １，００１，０６６千円 

  第３項 投 資            １５，０１０千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

看護師等修学資金貸付金 

蒲郡市看護師等修学資金貸

与条例に基づき、令和７年度

において貸与を決定した期

間 

蒲郡市看護師等修学

資金貸与条例に基づ

き、令和７年度におい

て貸与を決定した額 

薬 剤 師 奨 学 金 

返 済 支 援 金 貸 付 金 

蒲郡市民病院薬剤師奨学金

返済支援金貸与条例に基づ

き、令和７年度において貸与

を決定した期間 

蒲郡市民病院薬剤師

奨学金返済支援金貸

与条例に基づき、令和

７年度において貸与

を決定した額 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

医 療 機 器 等 

整 備 事 業 
405,900 

 

証書借入 

 

借入時期は令

和７年度中と

する。ただし、 

事業の進捗状

況等により起

債額の全部又

は一部を翌年

度に繰延べて

借り入れるこ

とができる。 

 

4.0％以内 

 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

 

 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より繰上償還

することがで

きる。 
新棟建設等実施 

設 計 委 託 事 業 
150,000 

計 555,900    

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ５，７９３，０４６千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，４０２，４４０千円と定める。 
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（重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名   称 数   量 

器 械 備 品 

血管撮影装置 ２   台 

人工関節用手術支援 

ロボットシステム 
一   式 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３２号議案 

 

令和７年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和７年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              ２００日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １８５，４００，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ９２７，０００千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １０，７４３，９３０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １８９，７８５，７００千円 

  第１項 営 業 収 益       １８９，５４４，５２６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           ２４１，１４４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １８０，９４９，０００千円 

  第１項 営 業 費 用       １７６，３２６，４５６千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ４，６０２，５１４千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３，８２１，６００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額２６０，７３８千円、減債積立金２８８，５３４千円、

建設改良積立金２，６０８，１４９千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６６４，１７９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                  ０千円 

  第１項 企 業 債                 ０千円 
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         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ３，８２１，６００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，８６８，８８７千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８８，５３４千円 

第３項 投 資           ６５４，１７９千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和８年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和８年度 ９９，０００ 

電 波 広 告 事 業 令和８年度 ４４，０００ 

名古屋グランパス協賛 

広 告 宣 伝 事 業 
令和８年度 ２３，６００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和８年度 ２８，５００ 

高 圧 受 電 化 事 業 令和８年度 １５０，０００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ６１９，１１１千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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